
公 示 書

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所において、自動販売機（飲料水）の営業を希

望する業者の公募を次のとおり公示します。

令和５年１２月６日

国土交通省東北地方整備局

山形河川国道事務所長 森田 裕介

１ 対象業者

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所において下記の営業を希望する

者

【自動販売機（飲料水）】山形地区・・・・・・・ １業者

【自動販売機（飲料水）】新庄地区・・・・・・・ １業者

【自動販売機（飲料水）】米沢地区・・・・・・・ １業者

【自動販売機（飲料水）】寒河江地区・・・・・・ １業者

※地区を重複しての営業希望も可能とする。

２ 対象施設

山形河川国道事務所 ほか５箇所

所在地 山形市成沢西四丁目３番５５号

電 話 ０２３－６８８－８４２１

使用面積 別紙１施設概要のとおり

３ 手続き等

（１）担当部局

〒 990-9580 山形市成沢西四丁目３番５５号

山形河川国道事務所 経理課 （担当 契約係長）

電話 ０２３－６８８－８９２３ 内２２４

メールアドレス kurakane-t82ac@mlit.go.jp

（２）申請書類（要領）の交付期間、場所及び方法

交付期間は、令和５年１２月６日～令和５年１２月１８日までの土曜日、

日曜日、祝日及び年末年始休暇を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

交付場所は、担当部局 上記３（１）に同じ。

提案要領の交付を希望する場合は、担当部局へその旨事前に連絡してくだ



さい。

（３）説明会の日時及び場所等

日時 令和５年１２月２１日 ９時３０分 ～

場所 山形河川国道事務所 大会議室

※説明会へ参加されない者は、申請への参加は認めません。

（４）説明会の参加申込み

説明会に参加希望する者は、令和５年１２月１８日１７時までに担当部局

へ申し込みをしてください。

（５）申請書類の提出期限、場所及び方法

令和６年１月１０日１７時までに、担当部局に電子メール（送信後、必ず着

信を確認すること。）、持参、郵送（書留郵便に限る。提出期限まで必着。）又

は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期限まで必着。）のいずれかの方

法にて提出してください。

４ 営業の条件等

別紙２のとおり

５ 参加資格

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力

団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではな

いこと。

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る者ではないこと。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしている者ではないこと。

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

ではないこと。

（６）暴力団又は暴力団員及び（２）から（５）までに定める者の依頼を受けて公募

に参加しようとする者でないこと。



６ 提出書類

（１）山形河川国道事務所施設営業申請書

（２）添付書類

① 会社概要

② 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無

③ 店舗別営業開始日一覧表

④ 過去３年分の保健所からの指導事項及び改善措置状況

⑤ 経営規模等調査票

⑥ 過去３年分の法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、消費税及

び地方消費税に係る納税証明書（その３）

⑦ 法人の場合→商業登記簿謄本、個人の場合→身分証明書（市町村発行）

⑧ 直近３年分の決算書 法人の場合→賃借対照表、損益計算書、株主(社員)資本

等変動計算書

個人の場合→決算等財務状態が確認できる書類

⑨ 企画提案書（Ａ４版片面５枚以内）

⑩ 誓約書及び役員名簿

＊ なお、詳細については説明会時に行います。

７ 営業業者の決定方法

企画内容及び経営実績等を総合的に審査の上、営業業者の可否を決定します。

８ その他

（１） 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とします。

（２） 国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所長は、提出された申請

書及び資料を審査以外に提出者に無断で使用しません。

（３） 提出された申請書及び資料は、返却しません。

（４） 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めません。

（５） 申請書及び資料に関する問い合わせ先

１，２，３及び６に関して・・・上記３（１）に同じ。

４及び５に関して・・・・次による。

〒 990-9580 山形市成沢西四丁目３番５５号

山形河川国道事務所 総務課 （担当 総務係長）

電話 ０２３－６８８－８９２２ 内２１２

メールアドレス watari-i82ac@mlit.go.jp



別紙１

                        施設概要（自動販売機　（飲料水））

　山形河川国道事務所自動販売機（自動販売機（飲料水））山形地区　その１

　　　庁舎利用者数　　　　約１３０名　　（年間利用見込本数　　約２５，０００本）

　　　自販機の設置場所　　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号　
                        　　　　　　　山形河川国道事務所庁舎１階、附属棟２階

      自販機の使用面積　　庁舎１階　　１．５２㎡程度（０．８５㎡＋０．６７㎡）
      附属棟２階  ０．７４㎡程度

      電力　　　　　　　　１００Ｖ

平面図

山形河川国道事務所　庁舎１階

ポーチ

風除室

２階へ 廊下

エレベータ

風除室
執務室

ポーチ（事務所玄関）

入口

山形河川国道事務所　附属棟２階

廊下

倉庫 ３階へ

１階へ

渡り廊下
庁舎へ 倉庫

デッキ 　研修室

1階へ
中会議室

会議室

男子
トイレ

女子
トイレ

ソファー

ソファー



別紙１

                        施設概要（自動販売機　（飲料水））

　山形河川国道事務所自動販売機（自動販売機（飲料水））山形地区　その２

　　　庁舎利用者数　　　　約１０名　　（年間利用見込本数　　約１，６００本）

　　　自販機の設置場所　　山形県山形市飯田西五丁目６－４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形国道維持出張所　庁舎１階　　

      自販機の使用面積　　０．７３㎡程度
      
      電力　　　　　　　　１００Ｖ
      

平面図

山形国道維持出張所　庁舎１階

トイレ

２階へ

廊下

風除室

車庫

ポーチ
スロープ

入口



別紙１

                        施設概要（自動販売機　（飲料水））

　山形河川国道事務所自動販売機（自動販売機（飲料水））新庄地区

　　庁舎利用者数　　　　各出張所　約１０名　

　　自販機の設置場所 山形県新庄市大字鳥越字舟田６０８－２
　新庄国道維持出張所庁舎１階　

（年間使用見込本数　2,200本）
山形県尾花沢市大字尾花沢字田町１４３－１
　尾花沢国道維持出張所庁舎１階

　（年間利用見込本数　　約1,300本）

     自販機の使用面積 新庄国道維持出張所　　　０．７３㎡程度
尾花沢国道維持出張所　 ０．６４㎡程度

      
     電力　　　　　　　　１００Ｖ

平面図

新庄国道維持出張所　庁舎１階

トイレ

２階へ
廊下

風除室
車庫

ポーチ

入口

尾花沢国道維持出張所　庁舎１階

２階へ

廊下 廊下

倉庫

風除室

ポーチ

入口



別紙１

                        施設概要（自動販売機　（飲料水））

　山形河川国道事務所自動販売機（自動販売機（飲料水））米沢地区

　　　庁舎利用者数　　　　約１０名　　（年間利用見込本数　　約1,200本）

　　　自販機の設置場所　　山形県米沢市中田町２６０－２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　米沢国道維持出張所庁舎１階　　

      自販機の使用面積　　０．６４㎡程度
      
      電力　　　　　　　　１００Ｖ

平面図

米沢国道維持出張所　庁舎１階

トイレ

２階へ

廊下
車庫

風除室

ポーチ

入口



別紙１

                        施設概要（自動販売機　（飲料水））

　山形河川国道事務所自動販売機（自動販売機（飲料水））寒河江地区

　　　庁舎利用者数　　　　約１０名　　（年間利用見込本数　　約1,700本）

　　　自販機の設置場所　　山形県寒河江市大字西根字下河原５８－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒河江国道維持出張所庁舎１階　　

      自販機の使用面積　　０．６４㎡
      
      電力　　　　　　　　１００Ｖ
      

平面図

寒河江国道維持出張所　庁舎１階

トイレ

２階へ

廊下

車庫
風除室

ポーチ

入口



別紙２

【自動販売機（飲料水）】（山形地区）

項　　　　　　目 　営　　　　　業　　　　　条　　　　件

施設の目的
　山形河川国道事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚
生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設である。

営業開始予定日 　令和　６年　４月　１日

営業日 　通年とする

衛生管理等 　衛生管理及び安全管理は、業者において全責任を負うものとする。

契約期間 　契約の期間は５年間とする。

報告事項等 　契約書（案）による。

庁舎への出入り等 　庁舎管理規程に従うものとする。

営業時間 　２４時間

サービス方法 　自動販売機方式とするが、別途提案は受け付ける。

精算方法 　現金及びその他システムの提案があれば提案すること。

メニュー

　銘柄については、当方の要望に応じるよう努めること

   提供価格は、市価に比べて安価で提供すること。

   提供価格の決定は、事前に当局の承認を得ること。

備品類 　自動販売機等その他運営上必要な備品類については業者が用意すること。

消耗品類 　運営上必要な消耗品類については、業者が用意すること。

その他

  振込手数料は業者で負担すること。

　自動販売機には、地震時に備え転倒防止装置を講ずること。

　空き缶の回収箱を設置し、空き缶を毎週回収すること。

　設置可能面積として、別添施設概要に記載の面積を予定している。

　上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑧　契約期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。

⑨　毎月の売上高、収支計算書及び毎年度の決算について報告すること。

　　　営　　　　業　　　　条　　　　件

　 コーヒー、紅茶、ジュース、お茶等の缶飲料、ペットボトル飲料等提供することとし、常に
不足の無いよう補充すること。

　施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は業者が行うものと
する。

　自動販売機の設置場所（空容器回収箱設置箇所を含む）における令和6年4月１日から
令和7年3月31日までの期間に係る国有財産（建物）の使用料の目安は、１㎡当たり81,018
円（税抜）とする。
（注：使用料は国が算定する使用料以上で提案された使用料となり、消費税及び地方消費
税相当額を含むものとする。）
　また、別途国有財産法に基づく使用許可手続きをとるものとする。
　なお、国が算定する当該使用料は、毎年度の見直しにより変動する。

　電気料については、応分の負担をしていただくことから、自動販売機毎に電気メーターが
必要となるため、業者において景観に配慮した機種で対応すること。

⑦　従業員の身分保証、健康管理及び服務規律は営業者の責任において行うこと。

⑩　営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

①　自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。

②　営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

③　営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

④　事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑤　設備及び物品の善良なる管理者の注意義務で管理すること。

⑥　営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものにすること。



別紙２

【自動販売機（飲料水）】（新庄地区）

項　　　　　　目 　営　　　　　業　　　　　条　　　　件

施設の目的
　山形河川国道事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚
生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設である。

営業開始予定日 　令和　６年　４月　１日

営業日 　通年とする

衛生管理等 　衛生管理及び安全管理は、業者において全責任を負うものとする。

契約期間 　契約の期間は５年間とする。

報告事項等 　契約書（案）による。

庁舎への出入り等 　庁舎管理規程に従うものとする。

営業時間 　２４時間

サービス方法 　自動販売機方式とするが、別途提案は受け付ける。

精算方法 　現金及びその他システムの提案があれば提案すること。

メニュー

　銘柄については、当方の要望に応じるよう努めること

   提供価格は、市価に比べて安価で提供すること。

   提供価格の決定は、事前に当局の承認を得ること。

備品類 　自動販売機等その他運営上必要な備品類については業者が用意すること。

消耗品類 　運営上必要な消耗品類については、業者が用意すること。

その他

  振込手数料は業者で負担すること。

　自動販売機には、地震時に備え転倒防止装置を講ずること。

　空き缶の回収箱を設置し、空き缶を毎週回収すること。

　設置可能面積として、別添施設概要に記載の面積を予定している。

　上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑧　契約期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。

⑨　毎月の売上高、収支計算書及び毎年度の決算について報告すること。

　電気料については、応分の負担をしていただくことから、自動販売機毎に電気メーターが
必要となるため、業者において景観に配慮した機種で対応すること。

⑦　従業員の身分保証、健康管理及び服務規律は営業者の責任において行うこと。

⑩　営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

①　自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。

②　営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

③　営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

④　事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑤　設備及び物品の善良なる管理者の注意義務で管理すること。

⑥　営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものにすること。

　　　営　　　　業　　　　条　　　　件

　 コーヒー、紅茶、ジュース、お茶等の缶飲料、ペットボトル飲料等提供することとし、常に
不足の無いよう補充すること。

　施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は業者が行うものと
する。

　自動販売機の設置場所（空容器回収箱設置箇所を含む）における令和6年4月１日から
令和7年3月31日までの期間に係る国有財産（建物）の使用料の目安は、１㎡当たり36,095
円（税抜）とする。
（注：使用料は国が算定する使用料以上で提案された使用料となり、消費税及び地方消費
税相当額を含むものとする。）
　また、別途国有財産法に基づく使用許可手続きをとるものとする。
　なお、国が算定する当該使用料は、毎年度の見直しにより変動する。



別紙２

【自動販売機（飲料水）】（米沢地区）

項　　　　　　目 　営　　　　　業　　　　　条　　　　件

施設の目的
　山形河川国道事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚
生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設である。

営業開始予定日 　令和　６年　４月　１日

営業日 　通年とする

衛生管理等 　衛生管理及び安全管理は、業者において全責任を負うものとする。

契約期間 　契約の期間は５年間とする。

報告事項等 　契約書（案）による。

庁舎への出入り等 　庁舎管理規程に従うものとする。

営業時間 　２４時間

サービス方法 　自動販売機方式とするが、別途提案は受け付ける。

精算方法 　現金及びその他システムの提案があれば提案すること。

メニュー

　銘柄については、当方の要望に応じるよう努めること

   提供価格は、市価に比べて安価で提供すること。

   提供価格の決定は、事前に当局の承認を得ること。

備品類 　自動販売機等その他運営上必要な備品類については業者が用意すること。

消耗品類 　運営上必要な消耗品類については、業者が用意すること。

その他

  振込手数料は業者で負担すること。

　自動販売機には、地震時に備え転倒防止装置を講ずること。

　空き缶の回収箱を設置し、空き缶を毎週回収すること。

　設置可能面積として、別添施設概要に記載の面積を予定している。

　上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑧　契約期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。

⑨　毎月の売上高、収支計算書及び毎年度の決算について報告すること。

　電気料については、応分の負担をしていただくことから、自動販売機毎に電気メーターが
必要となるため、業者において景観に配慮した機種で対応すること。

⑦　従業員の身分保証、健康管理及び服務規律は営業者の責任において行うこと。

⑩　営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

①　自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。

②　営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

③　営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

④　事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑤　設備及び物品の善良なる管理者の注意義務で管理すること。

⑥　営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものにすること。

　　　営　　　　業　　　　条　　　　件

　 コーヒー、紅茶、ジュース、お茶等の缶飲料、ペットボトル飲料等提供することとし、常に
不足の無いよう補充すること。

　施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は業者が行うものと
する。

　自動販売機の設置場所（空容器回収箱設置箇所を含む）における令和6年4月１日から
令和7年3月31日までの期間に係る国有財産（建物）の使用料の目安は、１㎡当たり36,095
円（税抜）とする。
（注：使用料は国が算定する使用料以上で提案された使用料となり、消費税及び地方消費
税相当額を含むものとする。）
　また、別途国有財産法に基づく使用許可手続きをとるものとする。
　なお、国が算定する当該使用料は、毎年度の見直しにより変動する。



別紙２

【自動販売機（飲料水）】（寒河江地区）

項　　　　　　目 　営　　　　　業　　　　　条　　　　件

施設の目的
　山形河川国道事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚
生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設である。

営業開始予定日 　令和　６年　４月　１日

営業日 　通年とする

衛生管理等 　衛生管理及び安全管理は、業者において全責任を負うものとする。

契約期間 　契約の期間は５年間とする。

報告事項等 　契約書（案）による。

庁舎への出入り等 　庁舎管理規程に従うものとする。

営業時間 　２４時間

サービス方法 　自動販売機方式とするが、別途提案は受け付ける。

精算方法 　現金及びその他システムの提案があれば提案すること。

メニュー

　銘柄については、当方の要望に応じるよう努めること

   提供価格は、市価に比べて安価で提供すること。

   提供価格の決定は、事前に当局の承認を得ること。

備品類 　自動販売機等その他運営上必要な備品類については業者が用意すること。

消耗品類 　運営上必要な消耗品類については、業者が用意すること。

その他

  振込手数料は業者で負担すること。

　自動販売機には、地震時に備え転倒防止装置を講ずること。

　空き缶の回収箱を設置し、空き缶を毎週回収すること。

　設置可能面積として、別添施設概要に記載の面積を予定している。

　上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑧　契約期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。

⑨　毎月の売上高、収支計算書及び毎年度の決算について報告すること。

　電気料については、応分の負担をしていただくことから、自動販売機毎に電気メーターが
必要となるため、業者において景観に配慮した機種で対応すること。

⑦　従業員の身分保証、健康管理及び服務規律は営業者の責任において行うこと。

⑩　営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

①　自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。

②　営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

③　営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

④　事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑤　設備及び物品の善良なる管理者の注意義務で管理すること。

⑥　営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものにすること。

　　　営　　　　業　　　　条　　　　件

　 コーヒー、紅茶、ジュース、お茶等の缶飲料、ペットボトル飲料等提供することとし、常に
不足の無いよう補充すること。

　施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は業者が行うものと
する。

　自動販売機の設置場所（空容器回収箱設置箇所を含む）における令和6年4月１日から
令和7年3月31日までの期間に係る国有財産（建物）の使用料の目安は、１㎡当たり44,194
円（税抜）とする。
（注：使用料は国が算定する使用料以上で提案された使用料となり、消費税及び地方消費
税相当額を含むものとする。）
　また、別途国有財産法に基づく使用許可手続きをとるものとする。
　なお、国が算定する当該使用料は、毎年度の見直しにより変動する。


